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ＮＴＴ東日本・西日本の接続約款変更の認可申請に 
対する意見及びそれに対する考え方（案） 

 
意見・質問 再意見 考え方 

 
意見１ 端末回線伝送機能のコストをメタルと光ファイバで分計

して計算すべき。 
 
１ 接続会計報告書および、接続算定根拠では減価償却費がメタ
ルと光に分計されておらず、端末回線伝送機能の算定根拠が不
十分となっております。現在の算定方法ではメタル１に対し、
光 10.02 倍のコストがかかるという係数で計算されています
が、その係数の算定根拠がありません。ＮＴＴ東西は算定根拠
の中で係数を多用していますが、係数の算定根拠を示さないこ
とは、コストを恣意的にコントロールできることであり、接続
料金の算定において透明性が全く確保できていません。 
 ＮＴＴ東西は、「光だけのコストが把握できない」と主張して
いますが、メタルと光では耐用年数や償却年数が異なることか
ら、取得原価・簿価・減価償却費ともに分計したものがＮＴＴ
東西内にすでに存在し、算定は容易であると考えます。 
 なお、答申（※２）においても、メタルと光の分計は必要と
あり、長期増分費用を採用するかどうかは別の問題として、実
際費用方式においても分計を行うべきと考えます。 
※１ 「接続ルールの見直しに関するヒアリング議事録」（平成
12 年 10 月 25 日） 
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecoun
cil/denki/01025h02.html 
「接続会計の方で、光１芯 7,０００円弱ということが出て
おりますけれども、基本的に加入者回線部分、メタルと光
が一緒に接続会計上なってまして、それをモデルみたいな
形で光とメタルのモデルの単位計算みたいな形でつくって
いまして、その場合使用率がメタルも光も同じ６割か７割
みたいな計算で今なってしまっています。実際に光だけの
コストというのは把握できてないんです。」 

※２ 「加入者回線等のアンバンドルに係る電気通信事業法施
行規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規

 
再意見１ 光芯線とメタル芯線のコストは実績に基づいて分計して

いる。 
 
29 端末回線伝送機能に適用する設備換算係数については、平成１
１年度の加入者回線伝送路と主配線盤における光芯線とメタル芯
線の単位当たり実績コスト（加入者回線伝送路は１芯線長当たり
コスト、主配線盤は１対数当たりコスト）に基づいて、メタル芯
線コスト「１」に対する光芯線コスト「１０.０２」を換算係数と
して設定しております。 

(注) コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。 
 ・加入者回線伝送路 
  （線路設備） 
    減価償却費        ：１芯線長あたりの償却費比（正味固定資産価額×償却率）  
  固定資産除却費及び租税公課：１芯線長あたりの正味固定資産価額比 
    上記以外の費用 ※     ：１芯線長あたりの取得固定資産価額比 
  （土木設備）         ：１芯線長あたりの管路ケーブル長比 
 ・主配線盤 
    減価償却費、固定資産除却費 
    及び租税公課       ：１対数あたりの正味固定資産価額比 
 
    上記以外の費用 ※      ：１対数あたりの取得固定資産価額比 
※「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減価償却費及び固定資産除却費を含む。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

考え方１ 

 

 端末系伝送路設備の費用は 

メタルと光ファイバによる分

計が接続会計上なされていな

いため、原価算定にあたって何

らかの係数により分計を行う

こと自体は不合理なものでは

なく、ＮＴＴ東日本・西日本か 

らは今回の算定にあたってそ

の分計の根拠も提示されてい

る。 

 現在光ファイバ設備のアン

バンドルについての省令改正

について意見招請を行ってお

り、この改正により伝送装置を

介さない光ファイバ設備の接

続料を接続約款において記載 

するまでに費用分計のより適

正な在り方について幅広い観

点から検討される必要がある。 

 

区分

加入者回線
伝送路

主配線盤

費用（百万円） コスト比率 (注)

ﾒﾀﾙ芯線光芯線

設備換算係数

ﾒﾀﾙ芯線光芯線

0.979

0.021

988,144

合計 1,009,557

21,413

1.000

10.14

4.66

1.00

1.00

9.927

0.097

0.979

0.021

1.0010.02

構成比

http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/denki/0...
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/denki/0...
http://www.mpt.go.jp/policyreports/japanese/telecouncil/denki/0...
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則の一部改正」（平成 12年 8月 31 日） 
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/000
831j608.html 
「考え方12 端末回線伝送機能はメタルと光ファイバとで
は接続事業者の用途も多く異なり、費用も異なることから、
その接続料は別々に定めることが適当と考えられる。その
具体的な原価算定に当たって用いる費用の分計について
は、今秋より検討が行われる予定の長期増分費用モデルの
改定作業において検討がなされるべきである。」 

 （イー・アクセス） 
 
 
意見２ 「ディジタルアクセス」「ＡＴＭメガリンク」について「片

端が局舎内に終端する回線」の減額を行うべき。 
 
２ （前略） 
 二種事業者が地域会社ビルにコロケーションして，地域のネ
ットワークを構築することは，地方の振興に寄与し，全国各地
の通信サービスを活性化させるものと思います． 
 さて，現在，二種事業者がよく利用している専用線のサービ
スは，NTTグループの商品名を例示すると，「ディジタルアクセ
ス」「ATMメガリンク」であるといえます． 
 二種事業者はこれらの専用サービスを利用して地域会社の局
舎にコロケーションするわけですが，通常のディジタル専用線
と異なり，「ディジタルアクセス」「ATMメガリンク」には，「片
端が局舎内に終端する場合の減額」の条項がありません． 
 「片端が局舎内に終端する回線」と，「両端ともユーザ宅で終
端する回線」では，少なくとも片端の分について，敷設，監視，
管理のコストが相当程度軽くなるはずです．この点については，
通常のディジタル専用線と何ら変わりないはずです． 
 「ディジタルアクセス」が回線単位の監視を行わないことは
了承しておりますが，これは中継区間において回線単位のパス
を監視するのを省略しているものと認識しております． 
 これが正しければ，ディジタルアクセスと通常の専用線では，
端末回線部分のコストは原則として「ファイバが少ない分」と
いう程度であり，片端につき32,250円(64,500円÷2)程度の減額
があってしかるべきであろうと考えます． 
 「ディジタルアクセス」，「ATMメガリンク」を含むすべての専
用系サービスに，「片端がNTTビル終端」の減額が導入されるこ
とを希望いたします．このことは，地域のネットワーク構築に

 
再意見２ 更なる料金の低廉化については、今後、検討を行ってい

きたい 
 
30 ユーザ料金につきましては、昨年１０月より適用開始となった
プライスキャップ規制下で基準料金指数を満たすべく料金値下げ
を行っているところであり、さらなる料金の低廉化については、
今後の財務状況等を見つつ、検討を行っていきたいと考えており
ます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

考え方２ 

 

 意見２は専用線の個別の利

用者料金の妥当性如何につい

ての指摘であり、接続料の議論

とは直接関係はないが、二種事

業者間の専用線の料金につい

ては、キャリアズレート制度の

導入による引下げが図られた

ところです。 

 なお、通信路設定伝送機能の

接続料は、端末伝送機能とアン

バンドルされているために端

末系伝送路の費用がこれに含

まれることはない。 

 

http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/000831j608.html
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/000831j608.html
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大きく寄与するものであることを，重ねて述べさせていただき
ます． 
（ＥｄｉｔＮｅｔ） 
 

 
意見３ ＰＨＳ基地局回線機能の基本額に含まれるＰＨＳ基地局

回線管理運営費の料金請求回収業務分について、ＤＳＬ回
線における管理運営費と同様に回収方法の見直しを要望。 

 
３ 平成１２年１２月１５日付の「東日本電信電話株式会社及び
西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款
の変更案に対する答申－端末回線伝送機能（ＭＤＦ等での接続
の場合）の接続料等－」において管理運営費の内訳が「料金計
算費用相当」を回線毎の料金に算入し、残りの「料金請求･回収
の費用」は請求毎（８０回線毎）の料金となっております。 
 「ＰＨＳ基地局回線管理運営費」も構成は異なるものの、同
様な項目と思われます。ＤＳＬ向けと異なって料金設定となっ
ている理由を明確にして頂きたいと考えます。 
 また、構成が異なるとはいえ、ＤＳＬ向けに算定されており
ます「料金請求･回収の費用」と比較し、回線あたりの単価が非
常に高水準である感は否めません。「ＰＨＳ基地局回線管理運営
費」につきましても同様な考え方に基づいて料金の設定を行う
事を要望します。 
 
（例）「ＰＨＳ基地局回線管理運営費」とＤＳＬ事業者向けの「回
線管理運営費」の比較 

項目 ＰＨＳ事業者 

への適用 

ＤＳＬ事業者 

への適用 

回線ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理

業務 

１３８円／月･回線 １３８円／月･回線 

１９円／月･回線 料金請求回収等費

用 

１２４円／月･回線 

 １２８円／月･請求書 

 
 
 
 

 
再意見３－１ ＰＨＳ基地局回線管理運営費も加入電話サービスと

同等のコストを適用している。 
 
31 ＤＳＬの回線管理運営費はあくまでもコスト把握が可能となる
までの暫定的な料金です。 
 それに対して、ＰＨＳ基地局回線は、ＮＴＴ東西の加入電話やＩ
ＳＤＮサービスと同様の業務を行っていることから、回線管理運営
費も加入電話サービスと同等のコストを適用しております。 
 また、専用線については、専用線のユーザが企業等の大口利用ユ
ーザであり、料金請求においても、サービスメニューに応じて詳細
なものになっていることから、現行どおり回線毎の料金設定とした
いと考えております。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見３－２ 意見３同旨 
 
32 ＤＤＩポケット殿の意見に賛同します。 本機能の料金設定の
考え方につきましては、先日提出いたしました弊社意見書でも述
べさせて頂きましたが、接続料金は事業体によって水準や適用方
法を変えるのではなく、同様な機能であれば同じ考え方で設定を
行う事が適当と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

考え方３ 

 

 ＰＨＳ基地局回線機能の接

続料における回線データベー 

ス管理や料金請求・回収等費用 

の扱いをＭＤＦ接続の接続料

の扱いと異なるものとする理

由はないことから早急に是正

されるべきである。 
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 回線単位での料金請求回収等費用の比較 

項目 ＰＨＳ事業者 

への適用 

ＤＳＬ事業者 

への適用 

料金請求回収等費用 １２４円／月･回線 ２０．６円／月･回線

＊ＤＳＬへの請求は８０回線単位で請求するものとして算定。 
  なお、「専用回線管理運営費」につきましてもサービスは異な
りますが、同様な項目と思われます。よって、本費用につきま
しても同様な考え方に基づいて料金の設定を行う事を要望しま
す。 

 （ＫＤＤＩ） 
 
４ 今回、平成１２年１２月１５日付の「東日本電信電話株式会
社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接
続約款の変更案に対する答申—端末回線伝送機能（ＭＤＦ等での
接続の場合）の接続料等—」において、管理運営費の内訳が開示
されましたが、ＤＳＬ事業者向けの料金算定にあたり、ＰＨＳ
事業者と同じコスト算定方法を用いているにも関わらず、異な
った料金設定（料金回収方法）となっております。 
 つきましてはＰＨＳ基地局回線に係る等費用につきまして
も、料金計算費用相当とそれ以外の費用に分割し、回線毎の料
金と、請求毎との料金として回収することを検討していただき
たく、お願い申し上げます。 

 （ＤＤＩ－Ｐ） 

 
 
意見４ 網改造料の算定方法について早急に見直すべき。 
 
５ 「電気通信事業法の一部を改定する法律附則第 15 条を踏まえ
た接続ルールの見直しに関する意見」において網改造料の算定
方法の問題点について述べさせていただきましたが、今年度の
見直しにおいて網改造料の算定に用いる設備管理運営比率が上
昇しております。（通信対応設備合計：７.７%→８.３％） 
 接続ルールの見直しについての一次答申でも検討課題に上っ
ておりますが、下記の問題点をご理解いただき、見直しのご検
討を行っていただきたく、お願い申し上げます。 

 ・係数（設備管理運営比率等）による算定 
設備管理運営費の比率は「生じた費用(A)÷固定資産額

 
再意見４ 網改造料は接続会計に基づき、適切に算出されている。 
 
33 まず、当該意見については、今回申請させて頂いた接続約款の
変更案に対する内容のものではなく、接続料規則に対してのもの
だと考えます。 
 ＮＴＴ東西の網改造料の算定に用いる設備管理運営費比率は、
平成１２年度に適用する比率について先日認可されたところであ
りますが、接続料規則（指定電気通信設備の接続料に関する原価
算定規則）に則り算定しており、接続会計結果に基づいた適切な
算出方法、算定結果であると考えております。 
 また、平成１１年度に適用する設備管理運営費比率より、「接続
料の算定に関する研究会」の報告書に基づき、実態との乖離をで

 

考え方４ 

 

・ 網改造料においては、装置

類の費用の減少が運用費の

費用の減少よりも大きいこ

とから設備管理運営費比率

が上昇している。装置類の費

用の低廉化は望ましいこと

であり、運用費の削減も進む

ことで全体として事業者負

担の軽減化が達成されるこ

とが望まれる。 
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(B)」で求めるが、技術革新による装置の価格(B)の方が人件
費等の運用費(A)よりも先行し、かつ急激に低下するために、
ヒストリカルコストを用いると比率が低下していかない。 
更に、過去に購入した装置は NTT 独占時代に設計・開発さ

れた極めて高額な装置であり、固定資産額（昔の装置は高額）
×設備管理運営比率（上記理由により高くなる）で算出され
る設備管理運営費を負担する構造は好ましくない。 

 
 

きるだけ小さくするため、当年度における当該比率の予測を行っ
ておりますが、その方法は過去の当該実績比率の推移を加味して
予測しており、予測結果は実態のコストをより反映する適切な比
率となっていると認識しております。 
 設備管理運営費比率の経年推移等については、別紙（→別紙３）

の通りでありますが、当該比率の算定要素の一つである「資産」
については、ご指摘のとおり、昨今、購入した装置類の価格低減
が進んだという側面のみならず、ＮＴＴ東西の経営状況から、設
備の除却を行う一方で、投資を抑制していることもあり、総資産
額が減少する傾向にあります。そして、同じく算定要素の一つで
ある「費用」については、コスト削減努力により減少してはいる
ものの、資産に比べて減少する割合が小さいため、結果として、
比率の算定においては、通信料対応設備合計の設備管理運営費比
率が若干上昇してきていると考えます。 
 但し、ご指摘のとおりに物品費が急激に低減した場合において
は、接続事業者様にご負担いただく「年額料金」の算定の基礎と
なる物品費をベースにした「創設費」も低減することになると考
えられ、その実際の結果については、ほぼ変動がない結果となっ
ております。 
 したがって、現在の算定方法自体が他事業者様の負担額そのも
のを上昇させていることにはならないと考えますが、今後とも引
き続きコストの低減化には努め、トータル的には接続料の低廉化
を図っていく考えです。 
 なお、過去に購入した通信設備が高額なのは、再編成前である
１社時代に購入したことに起因するものではなく、そもそも通信
設備の製造会社の販売価格は、開発された当初においては高く、
普及されてきた後に安くなるという性質を持ち合わせており、こ
の性質については、ＮＴＴ再編成後においても、また他業界にお
いても存在している傾向だと考えます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

 ・報酬率の考え方 
報酬率のうちの自己資本利益率（NTT が得る利益）につい

ては一般的に、投資リスクに応じて設定されるべきであり、
投資リスクが低いものほど低く設定されるものであるべきと
考える。 
しかしながら、NTT 東西の接続料金の算定においては、ト

ラヒックに依存し投資リスクが高いはずの網使用料の報酬率
を、設備に応じ回収するため投資リスクが低いはずの網改造
料にも適用している。 

34 本件については、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定
規則の制定案に対する意見（平成９年度）においても同様の意見
が提出されており、その際には以下のとおり審議会の考え方が提
示されていることから、現行どおり網使用料と同一の自己資本利
益率を網改造料にも適用しても問題ないものと考えます。 
「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定案に対
する意見再意見並びにそれに対する考え方（平成９年度）」 
・自己資本利益率の算定については、特定の機能のみを利用する
接続事業者間での公平性を確保するために、指定電気通信設備全

・ 接続料の原価算定に用いら

れる自己資本利益率の設定

においては、接続料規則第１

２条によりリスクに見合っ

た期待自己資本利益率を反 

映させる考え方が採られて

いる。しかしながらこれは網

使用料と投下資本回収の確

度が高くリスクの低い網改
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体で同一とし、機能ごとに差をつけるべきではない。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
 
 

造料等で一律のものとなっ

ており、この考え方を再検討

する余地があると思われる

ので、現在当審議会で審議し

ている接続ルールの見直し

の中で検討をする必要があ

る。 

 ・減価償却費を算定する際の償却期間 
法定耐用年数により減価償却費を算定するため、新規サー

ビスにおいては初期負担が重く普及の妨げとなる場合がある
が、現実には設備は法定耐用年数が経過した後も利用する場
合が多い。 

 （ＤＤＩ－Ｐ） 
 

35 まず、法定耐用年数償却完了後については、かかるコスト（減
価償却費）の請求は行なわないことから、仮に、これを償却後も
利用していたとしても、設備構築として出資額以上に設備のコス
トを回収しているわけではありません。 
 また、減価償却費相当の算定についても、初期負担の軽い「定
額法」を用いた算定を行っており、ＮＴＴ東西の資産の減価償却
算定において行っている「定率法」よりは軽減されているところ
です。 
 なお、算定に用いている償却期間については、設備の使用実態
に基づく耐用年数を適用しており、適切なものであると考えます。

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

・ 意見４（ＤＤＩ－Ｐの意見）

が示唆するような、会計値に

より算定する接続料を会計

上用いられている耐用年数

によらずに原価算定すると

いうのは、現行のルールに照

らせば、適当ではない。但し、

今後そのような考え方につ

いても必要に応じて議論し

ていくことは意義あるもの

と考えられる。 

 

 
意見５ 市内通話料金を引き下げるだけの値下げ原資があるので

あれば、接続料値下げの更なる早期実施を行うべき。 
 
６ 今回申請されたＮＴＴ地域会社の接続料は、長期増分費用方
式を３カ年に亘り段階的に導入するとの決定に従うものです
が、そもそも、長期増分費用方式を一気に実現せずに段階的に
導入することに広くコンセンサスが得られたのは、長期増分費
用方式を一気に実現した場合に起こるとされた「ＮＴＴ地域会
社の経営の急激な悪化」により「ユニバーサル・サービスの提
供に支障を与えるような事態を回避する」（平成１２年１０月２
０日付電気通信審議会答申書）という見地に立ってのことであ
ったと理解しています。 
 しかしながら、接続料低減を見込む他の事業者が値下げ発表
を行ったことに呼応するように、ＮＴＴ東日本は、平成１３年
１月１０日から、市内通話料を従来の３分１０円から３分９円
に値下げし、同社及びＮＴＴ西日本は、平成１３年５月の更な
る市内通話料値下げの実施を発表し、それによる経営上の損失
額を両社合計で通年ベース９００億円としています。 
 いずれも正規の新ルールに従って手続きされていることでは
ありますが、上述の長期増分費用の段階的実施の根拠に照らし

 
再意見５－１ 市内市場での財務悪化もあり、更なる接続料の値下

げを行うことは困難である。 
 
36 ＮＴＴ東西は、接続料金の大幅値下げや優先接続導入を契機と
した長距離系ＮＣＣによる市内市場への参入に対抗して、市内市
場でのシェア喪失に伴う財務の悪化を防止するため、不可避的に
市内料金を値下げするものですが、これにより、ＮＴＴ東西の財
務はさらに悪化することが避けられない状況にあるものと認識し
ております。 
 このような状況にある中、ＮＴＴ東西としては、更なる経営効
率化に努め、日米合意に基づく接続料金の引下げを実施すべく、
最大限の努力をしていく考えですが、それを上回る値下げを行う
ことは、到底困難な状況にあると考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見５－２ 意見５同旨 
 
37 Ｃ＆ＷＩＤＣ殿の意見に賛同します。 
 申請者から説明された「その経営に及ぼす影響を緩和するため」
の必要性に関して、できる限り具体的な内容及び総務省の評価を

 

考え方５ 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本から

は、平成１４年度に黒字化を達

成出来る見通しを得るために

本案の長期増分費用方式の段

階的実施が限界として申請が

行われている。（別紙４参照）

 長期増分費用方式の実施に

おいて更なる前倒しを行うと、

特にＮＴＴ西日本の平成１４

年度以降の経営健全化への展

望が見通し難く、昨今の市内競

争による経営環境の厳しさも

勘案すると、更なる接続料引下

げの前倒し実施が可能な状況

にあるとは言い難い。 

 但し、長期的な観点からみて

申請された接続料の適用後、接

続会計結果を検証していくこ

と等を通じ 今後 接続料
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て考えれば、ＮＴＴ地域会社の経営上、このような通話料値下
げの原資があるのであれば、長期増分費用方式の早期導入にこ
そ振り向けられるべきであり、長期増分費用方式の完全実施、
即ち平成１４年を待たずに２２．５％引下げること、あるいは
段階的実施がやむない場合でも、初年度の低減率を拡大するこ
とを求めます。 
 また、地域電話市場における競争事業者から見ると、ＮＴＴ
地域会社が接続料水準を再見直ししないまま通話料の値下げを
進めることは、相対的な接続料の値上がりとなり、再び反競争
的状況が生まれることになりますので、この観点からもＮＴＴ
地域会社の接続料は見直されるべきと考えます。 
（ジュピター） 

 
７ 2000 年 10月 20 日付けの御省の発表文書「接続料規則の制定」
において、御省は接続料規則附則第６条および第７条に係る御
省の許可がなされる場合には、「許可が適正に行われる必要上、
許可の申請に当たっては、申請者において「その経営に及ぼす
影響を緩和するため」の必要性について、できる限り具体的な
説明がなされる必要がある。」と述べておられます。 
 本件接続約款案の認可に関連して、当該第６条および第７条
に係る御省の許可がなされる場合には、東西ＮＴＴに関し、「そ
の経営に及ぼす影響を緩和するため」の必要性について、御省
が東西ＮＴＴから提出を受けあるいは聴取した説明、データ等、
およびそれを御省がどのように評価したのかを公表し、パブリ
ックコメントを招請していただきたくお願いいたします。 
（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

の必要性に関して、できる限り具体的な内容及び総務省の評価を
公表する事について賛同いたします。 

（ＫＤＤＩ） 

と等を通じて、今後の接続料の

引下げの在り方について議論

をしていくことが適当と考え

られる。 

 

 
意見６ 超高速品目における中継伝送専用機能と通信路設定伝送

機能の接続料が大きく異なる理由を明確にすべき。 
 
８ ５０Ｍおよび１５０Ｍの品目について交換伝送機能（４８．
３８４Ｍ、１４９．７６０Ｍ）と中継伝送機能（専用型）比較
しますと以下のとおりとなります。 
（例）同一の単位料金区域に終始する場合 

        中継伝送機能（専用型） 交換伝送機能 
   50Ｍｂ／ｓ相当   1,191,240 円     872,728 円 
   150Ｍｂ／ｓ相当   2,087,181 円    1,118,644 円 
 どちらの品目も中継伝送機能（専用型）が交換伝送機能より
高水準となっており、１５０Ｍｂ／ｓにいたっては中継伝送機

 
再意見６－１ 中継伝送専用機能と通信路設定伝送機能とは設備構

成に差がある。 
 
38 中継伝送専用機能と通信路設定伝送機能との料金差が、１５０
Ｍ相当のＭＡ内で１.８倍程度とのご指摘の点は、中継伝送専用機
能には、専用ノード装置がないものの、ＭＡ内伝送路の多重化伝
送装置およびＰＯＩビルでの接続装置が存在するのに対して、通
信路設定伝送機能（超高速品目）には、専用ノード装置が存在す
る反面、伝送装置およびＰＯＩビルでの接続装置が存在しないと
いう設備構成の差が、中継伝送専用機能の料金差を広げる主な理
由となっております。 
 また、ＭＡ内伝送路部分に着目し、６４ｋ回線あたりの料金が

 

考え方６ 

 

 ＮＴＴ東日本・西日本の再意

見６－１で説明されているよ

うな、設備構成の異なる中継伝

送専用機能と通信路設定伝送

機能との間で接続料の水準に

差が生じることは不自然とは

いえないが、今回の再意見６－

１のような、その起因するとこ

ろの設備構成等についての説

明は、十分になされる必要があ

る



8 

能（専用型）のほうが１．８倍以上と大幅な開きがあります。 
 また、算定根拠によりますと速度換算係数は同一ですが、伝
送路費用を６４ｋｂ／ｓ単位で比較をすると以下のとおりで、
ＭＡ内伝送路の場合で約３倍となります。 
 このように同等な速度でありながら単位速度あたりの料金が
大きく異なる理由（設備構成等）を明確にして頂きたいと考え
ます。 
（網使用料算定根拠4-2.専用加入者線装置モジュール～専用線
ノード装置伝送路より） 
ＭＡ内伝送路の場合 

     中継伝送機能（専用型） 交換伝送機能（超高速品目） 
        3,129 円／回線       1,012 円／回線 
  ＭＡ間伝送路の場合 
     中継伝送機能（専用型） 交換伝送機能（超高速品目） 
 回数比例   1,663 円／回線         971 円／回線 
 回線距離比例   75 円／km           54 円／km 
 （ＫＤＤＩ） 
 

約３倍とのご指摘の点は、中継伝送専用機能の設備構成には伝送
装置が含まれるのに対し、通信路設定伝送機能（超高速品目）の
設備構成は、光ファイバ直結方式であり、伝送装置が存在しない
という設備構成の差が、料金差を広げる主な理由となっておりま
す。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見６－２ 意見６同旨 
 
39 左記の意見に賛同致します。 
 同じ伝送容量にも関わらず、中継伝送機能（専用型）と交換伝
送機能の差があまりにも大きいと考えます。このように料金の差
が大きくなる理由を設備構成を含めた形で明確にしていただきた
いと考えます。 

（ＪＴ） 
 

る。 

 
意見７ 端末回線伝送機能の接続料が値上がりした理由を明確に

すべき。 
 
９ ２線式および４線式が値上げとなっております。 
 本機能の回線数は増加していますが、それ以上にコストが増
加し、結果的に回線あたりの料金が上昇するという結果を招い
ています。このように回線単価が上昇した理由について明確に
して頂きたいと考えます。 
（ＫＤＤＩ） 

 
再意見７ 加入者回線市場における競争の進展により、加入者回線

数が伸び悩み、端末回線伝送機能の回線単価が値上がりし
た。 

 
40 専用線契約数はインターネット需要の拡大に対応したＩＳＰア
クセス回線需要の増により増加している一方、電話の契約数は携
帯電話の急速な普及、ＮＣＣによる直収電話市場への参入の拡大
などにより減少が進んでおり、電話と専用線を合わせた全体の回
線数では微増となっております。 

 

考え方７ 

 

―― 

【中継伝送専用機能】

【通信路設定伝送機能(超高速品目)】
収容ビル 市外ノードビル ＰＯＩビル

◎Ｇ　Ｃ

専用ノード
装置 ◎

接
続
装
置

ＭＤＦ

ＭＡ内伝送路部分

ＭＡ内伝送路部分

収容ビル 市外ノードビル ＰＯＩビル

ＰＯＩ

ＰＯＩ

多重化伝送装置 多重化伝送装置

多重化伝送装置
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  ２線式および４線式(メタル回線）の端末回線伝送機能は、電話
と専用線とを区分せず算定しておりますが、全体の加入者回線数
の増加に比してコストの増加が上回ったことにより結果的に接続
料金が微増となったものと考えております。 
 コストの内訳としては、平成１１年度は会社の再編成などの影
響により、費用の計上方法が１０年度と異なるため、勘定科目ご
とに直接比較することは困難ですが、変動の主な要因は以下のと
おりと考えております。 
①支社の廃止による人員流動により、従来支社の管理費に計上さ
れていた保全企画業務等の費用が支店の施設保全費や共通費に計
上され増加した。 
②研究開発部門が持株会社に帰属したことに伴い、研究開発に関
連する減価償却費、固定資産除却費等が減少し、試験研究費に計
上された。 
 なお、減価償却費、固定資産除却費については、上記の減少要
因はあるものの、光ケーブルへの投資、電柱の更改等もあり、市
内線路設備の増加に伴って全体では微増となったものと考えてお
ります。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 
意見８ 公衆電話機能の接続料の低廉化に努めるべき。 
 
10 現行料金と比較して大幅な値上げとなっております。 
 現在、東西ＮＴＴが導入を進めております「ＩＣカード公衆
電話機」につきましては万全のセキュリティ対策による偽造カ
ードの防止やカードを非接触式にする事による故障の減少等が
謳われており、従来のものよりもコストが低減するものと推測
されます。しかしながら網使用料においてはその効果が反映さ
れているとは考えられません。 
 積極的なコスト低減に努め、本機能の網使用料の低廉化を要
望します。 
（ＫＤＤＩ） 
 

 
再意見８－１ 「ＩＣカード公衆電話機」の導入等によるコスト削

減を上回る公衆電話トラヒックの減少で公衆電話機能
の接続料は値上がりしているが、今後はコスト削減を図
っていく所存。 

 
41 ＮＴＴ東西は公衆電話事業の抜本改善策として、「ＩＣカード公
衆電話機」の導入を進めることで、セキュリティ対策による偽造
カードの防止やカードを非接触式にすることによる故障の減少等
によるコスト削減および維持・運営業務の見直しによるコスト削
減に努めてまいりましたが、平成１２年３月末現在で同機の導入
が約２万台（全体の２％程度）であること及び携帯電話の爆発的
普及によりそれを上回る公衆電話トラヒックの減少が生じたこと
から、結果として、今年度の公衆電話機能の料金は上昇しており
ます。 
 今後はＩＣカード公衆電話機の機能を活用した新しいサービス
の展開等により公衆電話の利用促進を図るとともに、更なる経営
の効率化の推進によりコスト削減を図りたいと考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方８ 

 

 需要の減少により接続料が

上昇することは、費用に基づい

て算定されることの帰結では

あるが、コスト削減と需要拡大

の努力により低廉化に向けた

努力が望まれる。 
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再意見８－２ 意見８同旨 
 
42 左記意見に賛同致します。 
 「ＩＣカード公衆電話機」については、上記の通り、故障の減
少等からメンテナンスコストが低減するものと考えられるため、
その分を網使用料に反映し低廉化を図っていただくよう要望致し
ます。 

（ＪＴ） 
 

 
意見９ 網使用料の桁数を従前どおり小数点以下４桁とすべき。 
 
11 現行の接続約款で料金は小数点以下４桁まで規定されていま
すが、今回の変更案では最大で小数点以下８桁となっておりま
す。これまでよりも桁数が増えるため、課金照合等のためシス
テム対応が必要なケースも考えられます。 
 よって、事業者がシステム対応を行うのに十分な期間を担保
し、その期間は切り捨て処理をする事により小数点以下の桁数
をこれまでどおり４桁とする事を要望します。 

（ＫＤＤＩ） 
 

 

 
再意見９－１ 長期増分費用モデルと同様の考え方により端数処理

を行った。 
 
43 平成１１年９月２０日に公表された郵政省（現総務省）のモデ
ルにおいて、単位当たりコストの算定結果が有効数字５桁で端数
整理されていたことから、今回の申請料金についても同様の考え
方により端数整理を行っているものであります。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見９－２ 意見９同旨 
 
44 左記意見の通り、接続事業者のシステムへの影響を考慮して対
応を行うべきであると考えます。 
 接続約款の料金の桁数の変更に伴い、それに対応して事業者が
システムを変更しなければならない場合も想定されるため、この
ような変更を行う場合は、接続約款の申請とは独立して、可能な
限り十分な周知期間を設けていただくか、接続料金の有効桁数を
接続料規則で定めておくことが望ましいと考えます。 

（ＪＴ） 
 

 

考え方９ 

 

 申請案の接続料の桁数は長 

期増分費用モデルの精度に合

わせたものとなっており、特に

不適当とは認められない。 

 
意見10 中継伝送専用機能の料金についても長期増分費用方式を

導入すべき。 
 
12 算定方式の変更により、中継伝送機能（専用型）の接続料金
の低廉化が図られた事については、その意義を大きく評価致し
ます。しかしながら、実際費用方式で算定される中継伝送機能
（専用型：ＧＣ接続に適用）と長期増分費用方式で算定される
中継伝送機能（共用型：ＩＣ接続に適用）との間には大きな料

 
再意見 10－１ 中継伝送専用機能の料金については、今回の見直し

の検討時間の制約や項目間の優先度、諸外国でのモデ
ル化の状況等を勘案すべき。 

 
45 中継伝送機能（専用型）及び交換伝送機能については、接続料
規則第５条において長期増分費用方式により接続料を算定する機
能として規定されていないことから、今回の申請においては接続
会計結果に基づいて算定しております。 

 

考え方10 

 

 接続料規則において長期増 

分費用方式を導入せずに実際

費用方式を適用することとし

ている中継伝送専用機能等に

ついては、現在「長期増分費用

モデル研究会」で行っている長

期増分費用 デ 見直し作
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金格差が発生しており、専用線としてバルクで調達する前者が、
呼ごとに利用する後者よりも高くなるという状態が発生しま
す。これにより各社のＧＣ接続の意味が無くなる恐れがあり、
そうした場合、接続取りやめによる変更費用がＮＴＴ東西・接
続事業者双方に発生することになり、その費用がユーザー料金
に影響することも考えられます。 
 よって、両者の料金差格差を是正するためにも、中継伝送機
能（専用型）についても、長期増分費用方式で算定した接続料
を適用していただけるよう、今後、省令改正及び接続約款の変
更を要望致します。 
（ＪＴ） 

 長期増分費用モデルについては、現在、総務省の長期増分費用
モデル研究会において、モデルの見直しの検討が行われていると
ころでありますが、専用線関連の機能については、今回の見直し
の検討時間の制約や項目間の優先度、諸外国でのモデル化の状況
等を勘案すべきものと考えます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見 10－２ 意見 10同旨 
 
46 日本テレコム殿の意見に賛同します。 
 ＧＣ交換機への接続方法（機能）として中継伝送機能（共用型）
及び中継伝送機能（専用型）の双方がありますが、前者は長期増
分費用方式、後者は実際費用方式で算定されております。今回の
申請案の水準において大きな料金格差が発生しているかについて
は、従量制と定額制という性格の違いから一概には断言できませ
んが、料金の不整合が生じる可能性があると考えます。よって、
中継伝送機能（専用型）の接続料についても長期増分費用方式で
算定する必要があると考えます 

（ＫＤＤＩ） 
 
47 日本テレコム殿が主張しているように、弊社といたしましても、
中継伝送機能（専用型）についても、長期増分費用方式で算定し
たより低廉な接続料を適用すべきと考えます。定額制の中継伝送
機能（専用型）の接続料が充分に低廉でない場合、「呼ごとに接続
料が発生する中継伝送機能（共用型）よりも高くなる可能性があ
り、この場合ＧＣ接続の意味が無くなる恐れがある」との日本テ
レコム殿の指摘は特に重要なものと考えます。 

（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

期増分費用モデルの見直し作

業を待って、判断することとす

べきである。 

 

 
意見11 平成１４年度の長期増分費用モデルの見直しの際にはそ

の結果を平成１４年４月１日に遡及適用すべき。 
 
13 長期増分費用方式の導入により、端末系交換機能・中継系交
換機能・中継伝送共用機能・信号伝送機能等において接続料金
の低廉化が図られた事については、その意義を大きく評価致し
ます。 
 その接続料の引下げにおいては、接続料規則により「平成 12
年度から 14 年度の 3年間で段階的に実施」され、さらに平成 1

 
再意見 11 見直し後の長期増分費用モデルの適用時期については、

モデルの見直し後に議論すべき。 
 
48 長期増分費用モデルについては、現在、長期増分費用モデル研
究会においてモデルの見直しの検討が行われているところであ
り、見直し後のモデルの適用時期については、モデルの見直し後
に議論されるものと考えます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方11 

 

 平成１４年度の見直し後の 

接続料の適用については、見直

しの時点において議論するこ

とが適当である。 
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4 年秋に見直しを行うこととなっていると認識しております。
今回の接続約款変更案においては平成 14 年度までの接続料が
申請されておりますが、平成 14 年度については、長期増分費用
モデルの見直しが行われる予定であり、その結果を 4 月 1 日に
遡及適用することも検討していただきたいと考えます。 

 （ＪＴ） 
 
 
意見12 ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本の間はそれぞれ独自に網使

用料を申請すべき。 
 
14 相互網使用料の申請方法について 
（東西ＮＴＴ間のヤードスティック競争と情報の差別的取扱の
関連から） 

（１）指定電気通信設備を有する事業者である東西ＮＴＴは、再
編成の主旨を踏まえ、それぞれ独自に網使用料を申請すべき
であると考えます。 
→ 現状では、申請書の表紙等はともかく、事実上、同一の
申請内容となっています。 

（２）仮に、現在のような同一の申請内容が今後も継続する場合、 
・ 単に、東西ＮＴＴ間のヤードスティック競争が機能しな
いだけでなく、 

・ 公正競争の観点、具体的には、指定電気通信設備を有す
る事業者の情報の取り扱い（差別的取扱）の観点からも問
題であると考えます。 

（３）ＮＴＴ法は、例えば東ＮＴＴが、西ＮＴＴの地域電気通信
業務へ参入することを想定しています。（別添１－Ａ参照） 
 つまり、東ＮＴＴから見て、西ＮＴＴは競合会社であり、
例えば情報の取り扱いの観点から見て、他の接続事業者と西
ＮＴＴを差別的に取り扱うことは適当ではないと考えます。
（西ＮＴＴからみても同じ。（以下、同様。）） 
（別添２参照）（→別紙１） 

（４）具体的には、例えば、今回の網使用料の申請直前は、東西
ＮＴＴが、その申請内容を共有しているわけですが、それ以
外の事業者は把握していません。 
 つまり、現象論として、例えば東ＮＴＴは、西ＮＴＴの地
域へ参入するための事業計画を検討できるわけですが、それ
以外の競合事業者は、検討できないこととなります。（全くの
新規参入に限った議論ではありません。） 

（５）今回の申請内容のどの情報が差別的に取り扱われている

 
再意見 12－１ 東西別の接続料については、導入に際し、慎重な検

討が必要。 
 
49 現在の利用者料金が東西同一（市内通話においては一時的に格
差が生じているものの５月には解消）であり、またプライスキャ
ップ規制におけるＸ値が東西同一の値であること、長期増分費用
方式による接続料についても東西別料金の導入がされていないこ
と、さらにＮＴＴ再編成後３年間については東西間の特定費用負
担金が認められていること等を考慮すると、ＮＴＴ東西としては
当面の間、接続料は東西同一で設定するものと考えており、結果
として、その間は申請内容を共有することはやむを得ず、公正競
争を損なうものとは考えておりません。 
 仮に東西別料金を導入する場合は、全国規模で通信事業を営む
事業者殿や地域単位で通信を営む事業者殿への影響や東西同一の
ユーザ料金体系への影響等について、慎重な検討が必要であると
考えます。 
 また、接続料金の基礎となる接続会計については指定電気通信
設備接続会計規則によりＮＴＴ東西各々が接続会計報告書を公表
しており、ＮＴＴ東西とそれ以外の事業者が差別的に取り扱われ
ているとは考えておりません。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見 12－２ 意見 12同旨 
 
50 左記意見に賛同致します。 
 ＮＴＴ法附則第１１条中により、ＮＴＴ再編後３年間において
ＮＴＴ東はＮＴＴ西に対し、事業に要する費用に充てるための金
銭を交付することができるとされているものの、これは、利用者
料金の差が生じないためのものであり、今回のように、東西ＮＴ
Ｔ間で同様の網使用料を申請することについては、公正競争の観
点からも問題があると考えます。 

 

考え方12 

 

 ＮＴＴ再編後において両社

のサービス水準維持のため特

定費用負担金制度のような経

過措置が必要と考えられる期

間（平成１３年度迄）において

接続料の水準を同一のものと

することは当を失したものと

は言えないと考えられる。 

 しかしながら、ＮＴＴ東日

本・西日本は、公正競争を促進

するＮＴＴ再編の趣旨に照ら

しても各々独自に接続料を算

定することが本来原則となる

のであり、上記の経過措置の期

間後は、このような本来の姿に

移行していくことが適当と考

えられる。 
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（＊）か、詳細な検討は出来ていませんが、本件について、
今後、議論していただきたいと考えます。 
（＊）どの情報が申請以前に公開されており、どの情報が申
請以前に公開されていないか。（他事業者も同等に入手可
能か否か） 

（参考）今回の網使用料の申請は、基本的に平成１１年度決算に
基づくものであることから、再編成（平成１１年７月１日）
以前の情報と、それ以降の情報の性格の差異は、考慮すべ
きとの議論も想定されます。 

（６）以上については、以下のような背景があることを申し添え
ます。 

・地域通信市場の競争進展が、望まれていること。 
・申請者が、ボトルネック設備を有する事業者（指定電気通信
設備を有する事業者）であること、 
→加入者回線の９９％を支配（IT特別部会第一次答申、「２ 
競争政策の基本的枠組み（１）基本的視点 エ 公正競争ルー
ルの確立」脚注に「加入者回線シェア：99.0 ％（平成 11 年）」
とある。但し、東西ＮＴＴの平均。） 
・ その他 

 （別添１－Ｂ、Ｃ、Ｄ参照）（→別紙２） 
（ＫＤＤＩ） 
 

 東西ＮＴＴ間のヤードスティック競争を促し競争を促進させる
観点からも独自に網使用料を申請するべきであると考えます。 
 また、平成１２年度決算からは、東西ＮＴＴは完全に別会社と
して接続会計が整備されていることから、少なくとも次回の網使
用料申請においては、独自に申請するべきであると考えます。 

（ＪＴ） 
 
51 ＫＤＤＩ殿が主張しているように、弊社といたしましても、東
西ＮＴＴは、それぞれ独自に接続料を算定し申請すべきであると
考えます。「東ＮＴＴから見て、西ＮＴＴは競合会社であり、例え
ば情報の取り扱いの観点から見て、他の接続事業者と西ＮＴＴを
差別的に取り扱うことは適当ではない」とのＫＤＤＩ殿の指摘は、
他事業者との公正競争確保の観点から特に重要であると弊社は考
えます。 
 ＫＤＤＩ殿も言及しているように、「ＩＴ革命を推進するための
電気通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申 
～ＩＴ時代の競争促進プログラム～」 （平成 12 年 12 月 21 日、
電気通信審議会）は「ＮＴＴグループの各社が徹底的な競争にさ
らされることが必要である」と述べていることから、今回の東西
ＮＴＴによる共同の接続料の設定は電気通信審議会の答申に反す
ることになると考えます。また、潜在的な競合事業者間での料金
の協調的設定は独占禁止法上も問題を生じるのではないかと考え
ます。 
 本件に関する御省のお考えを明確にお示しいただきたく宜しく
お願い申し上げます。 

（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

 
意見13 業務委託であっても設備構成が接続と同様のものについ

ては、接続約款に規定する料金その他の条件を準用すべき。 
 
15 一般に中継事業者が提供する専用サービスにおいては、指定
電気通信設備区間の料金は接続約款に規定する接続料（「端末回
線伝送機能」および「交換伝送機能」）が適用されておりますが、
移動体通信用の基地局回線については、全く同様の接続形態／
設備構成（概要図のとおり）であっても、制度上の差異を理由
に同接続料の準用を受けられない状況にあります。 
 具体的には、基地局回線は、接続とは別制度の業務委託に基
づく提供であるとして、上記接続料と比べ相対的に割高な専用
サービス契約約款の接続専用料（いわゆるユーザ料金）相当額

 
再意見 13 業務委託の委託料については、事業者間協議で決定され

るべきであり、相互接続と同列に扱うべきではない。 
 
52 業務委託は、本来、第一種電気通信事業者が自ら構築すべき電
気通信設備でありますが、業務委託を必要とする特別の事情及び
受託者の適正性が認められる場合にのみ認められているものであ
り、認可の審査基準によれば、業務委託の必要性と受託者の要件
を定めているのみであって、その料金については事業者間協議で
決定されていること、及び業務委託については競争が進展してい
ると考えていることから、基本的に、業務委託と相互接続の提供
条件を同列に論ずることは適切ではないものと考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

考え方13 

 

 接続料の適用は接続の請求 

を行うことにより可能である。 

電気通信審議会答申「接続の基

本的ルールの在り方について」

（平成８年１２月１９日）にお

いて言及された国際電気通信

事業者は、現に接続の請求によ

り接続協定を締結し、接続料の

適用を受けている。 
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が準用されております。 
 弊社は、今回の接続約款の認可にあたっては、以下の理由か
ら、業務委託であっても設備構成が接続と同様のものについて
は、接続約款に規定する料金その他の条件を準用すべきである
旨の考え方を明示していただきたいと考えます。 
（１）全く同様の設備構成であるにもかかわらず、適用料金に
差異を設けることは、コスト的に合理性がなく、一種の差
別的取扱いであること。 

（２）「接続の基本的ルールの在り方について（平成８年１２月
１９日）」にも、次のとおり示されており、接続と業務委託
について差を設けることは適当でないこと。 
抜粋 
～第Ⅴ章 その他 
 ２ 相互接続と業務委託の関係 
   現在業務委託されているもののうち、恒久的にネット

ワークを物理的に連結する形態のものについては、接続
と同様の問題が生じるおそれがあるため、接続ルールの
準用を可能とすべきである。具体的には、国際電気通信
事業者の国内伝送業務が該当する。 

 （後略） 
 （ＫＤＤＩ（ａｕグループ）） 
 

 

 
意見14 ＡＴＭ専用及び高速デジタル伝送においても長期増分費

用方式を適用すべき。 
 
16 交換伝送機能においては、一部品目（距離）において、ユー
ザー料金を上回る接続料金が設定されている等、十分に低廉な
接続料金が設定されておりません。特にＡＴＭ専用線は非常に
高水準な料金で留まっております。 
したがって、ＡＴＭ専用及び高速ディジタル伝送においても、
長期増分費用方式により接続料を算定されることが適当である
と考えます。なお、長期増分費用モデルの開発については現在
開催されている長期増分費用モデル研究会にて議論が行われる
ものと考えております。 

 （ＪＴ） 
 
17 キャリアズレートの適用に際し、今回の専用役務についても、
実際費用方式から長期増分費用方式による割引料金の設定など

 
再意見 14 ＡＴＭ専用及び高速デジタル伝送への長期増分費用モデ

ルの適用については、今回の見直しの検討時間の制約や項
目間の優先度、諸外国でのモデル化の状況等を勘案すべき 

 
53 中継伝送機能（専用型）及び交換伝送機能については、接続料
規則第５条において長期増分費用方式により接続料を算定する機
能として規定されていないことから、今回の申請においては接続
会計結果に基づいて算定しております。 
 長期増分費用モデルについては、現在、総務省の長期増分費用
モデル研究会において、モデルの見直しの検討が行われていると
ころでありますが、専用線関連の機能については、今回の見直し
の検討時間の制約や項目間の優先度、諸外国でのモデル化の状況
等を勘案すべきものと考えます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方14 

 

 接続料規則において長期増 

分費用方式を導入せずに実際

費用方式を適用することとし

ている通信路設定伝送機能等

については、現在「長期増分費

用モデル研究会」で行っている

長期増分費用モデルの見直し

作業を待って、判断すべきであ

る。 
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の将来需要・将来原価を予測して行う考え方を取り入れるべき
である。 

（理由） 
 実際費用方式で接続料を算定した場合、現在の適用対象サー
ビスが、そもそも（新）同期網等を構成する多重化装置等の伝
送交換設備に関するもの、いわゆるＮＴＴ仕様に基づき開発・
調達されたものであり、総じて調達コストも高いものとなって
いる。 
 ところが、ＡＴＭやＣＲ・ＦＲに代表される新世代サービス
は、国際標準に基づく汎用装置が多用されており調達・運用コ
ストともに低下しているものと考えられるので、既存ネットワ
ークの伝送交換設備で構成される「一般専用」や「高速デジタ
ル伝送」の実際費用を新世代サービスの接続料の算定に当ては
めるのは適切とはいえない。 
 したがって、今後専用役務にとどまらず、こうした支払額が
当初過大になりがちな方式によるものを見直していくことが必
要と思われる。 
（テレサ協） 
 

 
意見15 専用線の一部でユーザ料金と接続料との逆鞘が生じない

ようにすべき。 
 
18 意見 16 に述べたとおり、ＡＴＭ専用及び高速ディジタル伝送
に係る接続料金の一部において、営業費用等が控除されている
のにも関わらず、一部品目（距離）において、ユーザー料金を
上回る接続料金が設定されております。特にＡＴＭ専用線（短
距離）においては、その割合が多く、さらに今回設定されたキ
ャリアズレートによる料金と比較した場合、その逆転現象は拡
大いたします。これは、ユーザー料金と接続料金の算定方法が
異なることも一因となっておりますが、このようにユーザー料
金よりも高額な接続料金を設定することは反競争的であると考
えます。よって、極力ユーザー料金との逆転減少を避けるよう
な料金設定を行っていただくよう、省令改正及び接続約款の変
更を行うと同時に、総務省においては、ユーザー料金と接続料
金の整合性をチェックするような機能（英国のスタックテスト
のようなもの）を導入するべきであると考えます。 

 （ＪＴ） 
 
19 通信路設定伝送機能の網使用料を東西ＮＴＴユーザ料金及び

 
再意見 15－１ 逆鞘となっているのは一部であり、サービス全体で

は接続料が利用者料金を下回っている。 
 
54 ユーザ料金はサービス開始時に予想される原価と需要を基に算
定するのに対し、アクセスチャージは毎年接続会計により把握し
たコストと、実際の需要を基に算定するなど、別のスキームで算
出されることや、料金体系も異なる（アクセスチャージはＭＡ内
外別料金に対してユーザ料金はＭＡ内外の区分なし）ことから、
一部の距離区分で逆鞘が発生することは止むを得ないことと考え
ております。 
 また、実際に逆鞘となっている区分は全体のごく一部であり、
ご意見の逆鞘となる区分での接続は、レアケースと想定され、影
響も少ないものと考えており、参考として接続専用回線のユーザ
料金とアクセスチャージの比較（例示）を別紙（→別紙５）に示
します。 
 なお、接続料と利用者料金の比較においては、ＡＴＭ専用のサ
ービス全体で見ると接続料が利用者料金を下回る水準であり、反
競争的な料金とはなっていないと考えております。【参考】ＡＴＭ

専用サービスの接続料と利用者向け料金の水準の比較 
      接続料相当    利用者料金   

 

考え方15 

 

 接続料は、料金体系が利用者

料金と異なっており、部分々々

においてその水準に逆転が生

じることも一般にはあり得る。 

 専用線については、接続事業

者においてエンドエンド料金

を解消して接続専用線の利用

者料金を適用させることも可

能であり、又、接続専用線以外

の専用線については、利用者料

金を下回る所謂「キャリアズレ

ート」（端末間伝送等機能）が

設定され、本年１月３１日に認

可されており、所謂「逆鞘」が

生じているとする議論には無

理がある。 

 尚、所謂「キャリアズレート」

は事業者向けの料金であり、利

用者料金として論じるのは不
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端 末間伝送等機能と比較した場合、品目や距離によっては高
くなる区分（逆鞘料金）があります。そういったケースにおい
て東西ＮＴＴと競争できる料金を設定してサービスを提供すれ
ばその区分において赤字が膨らむ構造となります。結果として
当該品目の販売に多大な影響を与えます。 
 特に、ＡＴＭ専用線においてはユーザ料金の１５ｋｍ迄と網
使用料の１０ｋｍ迄および１０ｋｍ超におきましては多くの品
目において網使用料のほうが上回っており、本区分での料金設
定が非常に困難です。 
 既に昨年度の網使用料に関する接続約款認可申請における意
見書でも述べておりますが、いかなる区分においても、こうい
った逆鞘料金が生じないように重ねて要望します。 
（ＫＤＤＩ） 
 

     ６０．２億円  ７１．１億円  
＊ 平成１１年９月末回線数を１２ヶ月換算したベース 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
再意見 15－２ 意見１５同旨 
 
55 左記の意見に賛同致します。 
 弊社意見書でも述べさせていただきましたが、このようにユー
ザと同時に、総務省においては、ユーザー料金と接続料金の整合
性をー料金よりも高額な接続料金を設定することは反競争的であ
ると考えます。よって、極力ユーザー料金との逆転減少を避ける
ような料金設定を行っていただくよう、省令改正及び接続約款の
変更を行うチェックするような機能（英国のスタックテストのよ
うなもの）を導入するべきであると考えます。また、十分に低廉
な接続料金が設定されるために、ＡＴＭ専用及び高速ディジタル
伝送においても、長期増分費用方式により接続料を算定されるこ
とが適当であると考えます。 
 特にＡＴＭ専用については、ＩＭＴ－２０００の基地局回線とし
ての需要が急増することにも配慮すべきと考えます。 
（ＪＴ） 
 
56 日本テレコム殿の意見に賛同します。 
 指定電気通信事業者の接続料金がユーザ料金及を上回る事の問
題点については先日提出しました意見書でも述べさせて頂きまし
た。 
 本事象は接続料とユーザ料金の算定方法の違いにより生じてい
る事も一因であると思われますのでユーザ料金との逆転現象を回
避するため、算定方法の見直しや総務省による確認が必要です。ま
た、弊社では英国における事例は把握しておりませんが、ユーザ料
金と接続料金の整合性をチェックする機能については導入する必
要があると考えます。 
（ＫＤＤＩ） 
 
57 日本テレコム殿が主張しているように、弊社といたしましても、
「ユーザー料金と接続料金の整合性をチェックするような機能
（英国のスタックテストのようなもの）を導入するべきである」
と考えます。ユーザー料金と接続料金は、小売料金と卸売料金の
関係にあります。この関係において、小売料金が卸売料金よりも
高いというのは一般的には反競争的であると考えられていると思
われます。総務省におかれては、「ユーザー料金よりも高額な接続

用者料金として論じるのは不 

適切である。 
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料金を設定することは反競争的である」という大原則を接続料算
定ルールにおいて明確にすべきと考えます。なお、英国のスタッ
クテストについては、弊社と他事業者の共同で欧州ビジネス協会
テレコム事業者委員会の名前で 2000 年 9 月 19 日に御省に提出し
た意見書でも言及していますので、ご参照ください。 

（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

 
意見 16 速度換算係数の根拠を明確にすべき。 
 
20 ＡＴＭ専用線における速度換算係数（設備区分毎）の根拠が
不明確であり、その根拠を明確にすべきであると考えます。 
（例）品目により、設備単位での速度換算係数の比率が異なる。
（参考：(＊1)(＊2)） 

 （ＪＴ） 
 

 
再意見 16－１ 意見 16同旨 
 
58 日本テレコム殿の意見に賛同します。 
 特に、ＡＴＭ専用線については品目によって速度換算係数の比
率が異なっておりますので、その根拠を明確にして頂きたいと考
えます。また、その他、速度換算係数以外の換算係数におきまし
てもその設定の考え方や根拠の開示を要望します。 

（ＫＤＤＩ） 
 
再意見 16－２ ＡＴＭ専用線における設備区分毎の速度換算係数に

ついては、設備構成の差を反映した設定を行ってい
る。 

 
59 ＡＴＭ専用線における設備区分毎の速度換算係数については、
設備構成の差を反映した設定を行っております。 
 設備区分毎では、ＳＬＭ（専用加入者線装置モジュール）～Ｃ
ＮＥ（専用線ノード装置）及びＣＮＥ～ＣＮＥ、ＣＮＥ～ＰＯＩ
の伝送路設備においては、通常クラスは、中継区間が二重化され
ているのに対し、エコノミークラスは中継区間が二重化されてい
ないことから、当該品目（通常クラス）の速度換算係数の１／２
とし、またセカンドクラスは中継区間を二重化し、各々の区間に
当該品目の１／２品目の速度を伝送していることから、１／２品
目（エコノミークラス）の２倍の速度換算係数としております。(参
考参照)（→別紙６） 
 なお、ＣＮＥ（ＡＴＭ装置）については、３クラスとも設備構
成に差異がないことから、同一の速度換算係数としております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方16 

 

―― 

 
意見 17 ＩＳＭ折返し機能等の接続料は２，８３４円となり、利

用者料金２，９００円との差が小さいため、大幅な低廉化

 
再意見 17 「加入者収容モジュールでの接続サービス（試験サービ

ス）」の料金は、ＩＳＭ折返し機能の接続料金に営業費を

 

考え方17 

 

速度換算係数  

品目 SLM～CNE CNE CNE～CNE 

CNE～POI 

６Mb/s ８２ ８２ ８２ 

６Mb/s（ｾｶﾝﾄﾞ･ﾀｲﾌﾟ 1） ４３ ８２ ４３ 

６Mb/s（ｴｺﾉﾐｰ･ﾀｲﾌﾟ 1） ４１ ８２ ４１ 

５０Mb/s ３８４ ３８４ ３８４ 

５０Mb/s（ｾｶﾝﾄﾞ･ﾀｲﾌﾟ 1） ２５４ ３８４ ２５４ 

５０Mb/s（ｴｺﾉﾐｰ･ﾀｲﾌﾟ 1） １９２ ３８４ １９２ 

 

(*1) 

(*2) 
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が必要。 
 
21 ＩＳＭ折返し機能の2,301円とＩＳＭ折返し接続機能の12,78
4円は利用者料金に比べ高すぎるものと考えます。発信側契約者
回線を24回線と想定したとしても１回線当りの接続料を計算す
ると2,834円となりますが*、これに対応する利用者料金は2,90
0円であり、2,834円では接続事業者の営業コストを乗せた場合
コスト割れするのは明らかです。ＩＳＭ折返し機能の2,301円と
ＩＳＭ折返し接続機能の12,784円は大幅な低廉化が必要と考え
ます。 
 このような料金水準では、他事業者は東西ＮＴＴと有効に競
争ができません。御省により詳細なコストの検証がなされるべ
きと考えます。キャリアズレートのように、接続料は利用者料
金よりも少なくとも２０％は割り引かれていなければならない
と思います。このような接続料が認可されるようなこととなれ
ば、インターネット接続サービスに関する市場における健全な
競争を大きく阻害することになると考えます。 
 ＊(2,301 円✕ 24)+(12,784 円✕ 1)=68,008 円 
  68,008 円/24=2,834 円 
 （Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

加算したものであり，問題ないと考えている。 
 
60 「加入者収容モジュールでの接続サービス（試験サービス）」に
ついては、３月１日に２，９００円から２，５００円に値下げす
る予定でありますが、本料金は「ＩＳＭ折返し機能」の接続料金
（２，３０１円）に営業費を加算して設定したものであり、問題
ないと考えます。なおそもそも当該サービスの対象範囲に「ＩＳ
Ｍ折返し接続機能（１２，７８４円）」は含まれておりません。 
 また、接続料規則によれば端末間伝送等機能（キャリアズレー
ト）以外の接続料については、ユーザ料金を割り引いて設定する
のではなく、機能の提供に用いる設備のコストに忠実に算定すべ
きものとなっております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 「ＩＰ通信網サービスの試験

サービス」の利用者料金（２，

９００円。３月より２，５００

円。）に対応するのはＩＳＭ折

返し機能の申請案２，３０１円

（利用者料金よりも約２０．

７％又は約８．０％低廉。）で

あって、２，８３４円ではない。 

 又、ＩＳＭ折返し接続機能に

ついては、接続料申請案は、利

用者料金３１，０００円よりも

約５８．８％低廉な１２，７８

４円となっている。 

 
意見 18 フレッツＩＳＤＮの料金について接続料を設定すべき。 
 
22 平成12年12月21日付けの電気通信審議会答申「接続ルールの
見直しについて」において、接続料の設定が利用者向けサービ
スの提供よりも遅れることは公正競争確保の観点から基本的に
は問題があると結論付けられています。今回、フレッツＩＳＤ
Ｎのタイプ２の接続料は設定されますが、タイプ１（4,500円）
についてはいまだ設定されていません。東西ＮＴＴは電気通信
審議会の答申を尊重しタイプ１についても接続料を設定すべき
と考えます。なお、平成12年12月26日から東西ＮＴＴが試験サ
ービスで提供している光・ＩＰ網サービスについても、早急に
接続料を設定すべきと考えます。 
 上記答申がすでに出されていることから、御省として早急に
接続料の設定を東西ＮＴＴにお命じにならない場合、東西ＮＴ
Ｔによる反競争的なサービス提供が正式に認められたかのよう
な状況になるのではないかと懸念いたします。審議会が政策諮
問機関として存在意義あるものとされるためには、御省はその
答申を尊重することが重要ではないかと考えます。 

 
再意見 18 フレッツＩＳＤＮ、及び光・ＩＰ通信網サービス（仮称）

については、特定のＩＳＰに対してアクセスチャージを設
定することは現実的に不可能。 

 
61 フレッツＩＳＤＮ、及び光・ＩＰ通信網サービス（仮称）につ
いては、契約者が複数のＩＳＰと契約している場合、任意のＩＳ
Ｐを選択し接続することが可能なサービスであることから、特定
のＩＳＰに対してアクセスチャージを設定することは現実的に不
可能と考えます。 
 また、光ファイバについても暫定的にアンバンドル提供を行っ
ており、他事業者においても同様のネットワークを構築すること
が可能となっているものと考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方18 

 

 フレッツＩＳＤＮ（タイプ 

１）の提供に用いられている

「地域ＩＰ網」（中継局に設置

されるルータを除く。）を指定

電気通信設備に含め、アンバン

ドルの上接続料を設定するこ

ととするための総務省令案が

本年１月３１日に公表され、現

在意見招請が行われている。 
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（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

 
意見19 電話番号情報の管理及び利用に係わる利用料金について

は、算定の根拠を公開し、その公正性・透明性を確保し、
低廉化が図られるべき 

 
23①現在電話番号情報は、ＮＴＴの独占的支配下にあるが、電話

番号案内業務についてＮＴＴとの間で公正な競争ができるよ
うにするためには、ＮＴＴが番号案内にかかわる加入者の電
話番号情報データベースを早期に公開することが必要であ
る。 

②ＮＴＴは、電話番号情報という独占公共財産の管理と公正な
利用について、公開の場で十分透明性のある議論の上に、世
論の理解と認識を求めるべきである。 
③ＮＴＴで新電話番号情報データベース（ＴＤＩＳ）の開発が
進められているが、１日も早い完成を願うものである。電話
番号情報の管理及び利用に係わる利用料金については、算定
の根拠を公開し、その公正性・透明性を確保し、低廉化が図
られるべきである。その結果として、一般利用者に対してよ
り低廉な料金でまた多種多様な情報提供ができるようになる
と考える。 

 （ＪＭＳ） 
 

 
再意見 19 番号情報データベース（ＴＤＩＳ）を平成１３年７月に

提供できるよう開発を進めている。 
 
62 ＮＴＴ東西と他の電話帳発行・番号案内事業者様が公正な競争
条件で事業展開できるような環境を実現する目的で、電話番号情
報が共通に利用可能となるように、現在ＮＴＴ西日本では番号情
報データベース（ＴＤＩＳ）を構築しています。 
 提供時期については平成１３年度第３四半期としていました
が、平成１３年７月に前倒しして提供できるよう開発を進めてお
ります。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
63 電話番号情報の外部提供については「電気通信事業における個
人情報保護に関するガイドライン｣､及び「電気通信分野における
個人情報保護法制の在り方に関する研究会」で議論されてきまし
た。 
 ＮＴＴ東西では上記結果に沿った形態で電話番号情報を外部提
供していくことで、世の中のコンセンサスを得ることとしていま
す。（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 
64 本件については今回の約款申請内容の対象外の事項と考えます
が、補足として説明いたします。新番号情報データベース（ＴＤ
ＩＳ）については、昨年（Ｈ１２年９月）開催致しましたＴＤＩ
Ｓインターフェース関連の情報開示説明会においてご説明させて
頂いた通り、ＮＴＴ西日本において平成１３年度第３四半期の提
供に向けて鋭意取り組んできたところであり、更に平成１３年７
月に前倒しして提供できるよう開発を進めております。 
 また、ＴＤＩＳの利用料金については、接続約款の認可申請を
行う予定としており、その時に算定根拠についても公開されるも
のと考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方１９ 

 

 番号情報データベースが低

廉かつ適正な条件により早期

に提供開始されることが望ま

れる。その認可に際しては、内

外からの意見を徴して透明な

手続きが採られる必要がある。 

 
意見 20 トラヒック増やＮＴＴ東日本・西日本との同等性を考慮

してエンジェル「ＤＢ」の料金を低減すべき。 
 

 
再意見 20 エンジェル「ＤＢ」の料金については、会社間取引相当

のコストに対応した取引見合いトラヒックも新たに加算
して算定しているため、料金水準に与える影響はない。又、
ＮＴＴ東日本・西日本と接続事業者との間では既に同等の

 

考え方 2０ 

 

―― 
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24 エンジェル「ＤＢ」   ５．４９円／検索 
① 本変更案は５．４９円／検索で前回の６．９１円／検索に
比して２０％は低減されている。前年度は前々年度に比較し
て、高くなっていたがその理由は、トラヒックが減少したか
らとの説明であった。 
 今回のトラヒックは前年度の比較して、３６％増加してい
る。この数値に反比例してＤＢの検索費用は低減されるべき
であり、５．４９円／検索は約４．４円／検索が適当と思わ
れる。 
 細かい点においては、計算の内訳書によると通信設備使用
料が１，９２８百万円と前年度の１４百万円より大幅に増加
している。 

 この理由の説明と低減をお願いする。 
② アクセスポイント（ＰＯＩ）について 
 このエンジェルＤＢの検索費用５．４９円／検索は、東／
西ＮＴＴ間の接続の場合も第二種通信事業者であるＪＭＳも
同額の接続料である。 
 しかし、物理的なアクセスポイント（ＰＯＩ）の位置は異
なっている。すなわち、第二種通信事業者であるＪＭＳの場
合は、接続約款の第５条２の規定によりＤＤＸ－Ｐ網と接続
するためのＤＳＵの端末側となっており、このＤＳＵのコロ
ケーション料金とＤＤＸ－Ｐ回線基本料を負担している。し
たがって、ＰＯＩの位置が異なっているにもかかわらず料金
額が同一なのは納得がいかない。ＪＭＳはこのＤＢへの直接
接続を実施中（前回の指針による）であるので、このＤＢコ
スト設定条件は不公平感が強く、不利益を被るので是非とも
善処をお願いする。 下記の関連図参照 
＊参照箇所：「日本電信電話（株）の指定電気通信設備に係る

接続約款の変更案」 
（添付資料）接続料金の算出根拠 １．網使用
料の算定根拠 

       Ⅱ．原価の算定及び料金の設定 ３８頁７行目等 
 

扱いがなされている。 
 
65 番号情報（ＡＮＧＥＬ）データベースは災害時対策として、再
編成前より札幌（東日本）・京都（西日本）の２ケ所に設置してお
ります。 
 番号情報検索を行う際は、センタの負荷を平準化するため、双
方のデータベースを均等に利用しており、再編成後もその利用形
態は変わっておりませんが、他地域会社のデータベースを利用し
た際には、会社間取引が発生し、その費用は通信設備使用料とし
て管理部門コストに計上しております。 
 また、接続料については、会社間取引相当のコストに対応した
取引見合いトラヒックも新たに加算して算定しているため、料金
水準に与える影響はないものと考えます。 

＜接続料算定イメージ＞ 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
66 番号案内データベース接続機能のウ欄の機能については、ご指
摘のようにＮＴＴ東西間の接続の場合も第二種電気通信事業者も
同額の接続料となっております。この料金の適用範囲は、ＪＭＳ
殿認識と異なり、ＮＴＴ東西間の接続の場合も第二種電気通信事
業者も同じ範囲となっております。 
 ＮＴＴ東西間の接続の場合とＪＭＳ殿との間でＰＯＩが異なる
のは、ＮＴＴ東西は中継事業者網と相互接続しているのに対して、
ＪＭＳ殿は第二種電気通信事業者であることから、中継事業者の
ユーザ約款により自社網を構築していることから、当該エンジェ
ルデータベース設置ビルでＮＴＴ東日本と相互接続されているこ
とによります。 

番号案内データ
ベースコスト

（Ｈ１０年度） （Ｈ１１年度）

ユーザ
トラヒック

東自社
DBｺｽﾄ

ユーザ
トラヒック

他地域会社DB
利用ｺｽﾄ（再編
後から発生）

他地域会社間取引
ﾄﾗﾋｯｸ（再編後か
ら発生）

西自社
DBｺｽﾄ

＋

ユーザ
トラヒック

＋

（
接
続
料
）

＝
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 （ＪＭＳ） 
 

 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 
意見21 番号データベース接続機能と番号案内サービス接続機能

との間に著しい料金格差が生じている。番号案内サービス
のオペレータコストについて構成コストの説明をお願いす
る。 

 
25 今回示された番号データベース接続機能に関しての「接続約
款の変更案」については、前回に比べて若干の料金低減が実現
していることについては評価できる。 
 しかし、番号データベース接続機能及び番号案内サービス接
続機能に関して次のような問題点があるので、それらについて
の意見・要望を提出する。 
① 番号案内サービス接続機能における料金の低減（１０６円
が９２円で対前年比８７％）が昨年度に引き続くことに伴い、
料金低減幅の少ない番号データベース接続機能（１３＋３８

 
再意見 21 番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経営改

善計画により、委託化を行ってきており、その効果が現れ
ている。 

 
67 番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経営改善計画
により、委託化を行ってきており、平成１０年度中に全面委託が
完了しました。 
 これにより、委託移行時である前年度（平成１０年度）コスト
に比べて、平成１１年度は通年で全面委託の効果が現れたものと
考えております。 
 また、通信設備使用料の大幅な増加については、再編成による
ＮＴＴ東西間の取引コストが発生することによるものです。 
 具体的には番号案内の（ＮＴＴ西日本への）分散受付によるＮ
ＴＴ東日本の通信設備使用料の増加であり、接続料は、自動案内

 

考え方２１ 

 

 機能により接続料の低減度

合が異なること自体は、それが

コストに見合ったものである

限りは不適当とは言えない。 

 

関連図 

エンジェルＤＢＤＳＵ
ＰＯＩ 

ＪＭＳの場合 

エンジェルＤＢＤＳＵ
ＰＯＩ

ＮＴＴの場合 

同じ接続料金

ｴﾝｼ゙ ｪﾙ
ＤＢDSUDSU

JMS電気通信設備

パケット網
（NTT-C）

ｴﾝｼ゙ ｪﾙ
ＤＢDSUDSU

ﾌ゚ ﾛﾄｺﾙ
変換装置

パケット網
（NTT-C）

番号案内データベース
接続機能のウ欄<NTT東>

番号案内データベース
接続機能のウ欄<NTT東>

ユーザ料金

接続料金＜NTT-C＞ 会社間取引

ＪＭＳ殿ビル NTT東ﾋ゙ ﾙ

NTT東ﾋ゙ ﾙNTT西ﾋ゙ ﾙ

APC電話網
(ISDN)

◆ＪＭＳ殿接続形態

◆東西ＮＴＴ間利用形態

5.49円

5.49円
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＝５１円が１３＋３４＝４７円で対前年比９２％、一般加入
者の利用料金１０＋１５＝２５円対比１８８％）を利用して
番号案内サービスを提供する第二種事業者との間に著しい料
金格差が生じ、第二種事業者の事業継続が危機に瀕する状況
に追い込まれるおそれがある。 
② 全体的にユーザの利便と満足のためＮＴＴの公共的リソー
スを利用して貰おうとする姿勢に欠けているという印象は免
れない。 

 （中略） 
  番号案内サービスのオペレータコスト 
①前回の郵政省の考え方において、「番号案内のオペレータ業務
は平成１０年度に完了した業務委託化が反映されている。」と
あるが、今回もさらに１０６円から９２円への低減があり、
重要なコスト計算の部分であるので、経緯を含め説明をお願
いする。 
②番号案内サービスのオペレータ等コストにおいて、今回は特
に下記の構成コストにおいて極端な低減／増加が見られるが
（例えば共通費が４３％にも低減しているのに比べて管理費
は５６％にしか低減していない）、下記５項目の費用の構成要
素と低減／増加の理由と根拠の説明をお明確に願いする。 
       [ 前回：Ａ ]  [ 本変更案：Ｂ ]      
       単位：百万円  単位：百万円   Ｂ÷Ａ 
運用費    ３７，７４０  ３１，９６８   ８４％ 
共通費       ７６０     ３３１   ４３％ 
管理費     ４，１５０   ２，３５９   ５６％  
通信設備使用料 １，８４１   ５，９３５  ３２２％  
減価償却費   ４，５７０   ３，２３６   ７０％ 
＊参照箇所：「日本電信電話（株）の指定電気通信設備に係る接

続約款の変更案」 
（添付資料）接続料金の算出根拠 １．網使用料
の算定根拠 
（参考１）設備区分の費用明細表 番号案内設備 

      ２０３頁 ９行目から 
（ＪＭＳ） 
 

と同様に、従来のトラヒック（お客様利用＋事業者様利用）に、
ＮＴＴ東西間利用分を加えて算定を行っております。 

（参考）手動案内課金回数 
 （Ｈ１０年度）           ５５８，７５３（千回） 
 （Ｈ１１年度） 
   ・お客様＋事業者様 利用分   ５３７，７９１（千回） 
   ・ＮＴＴ東西間利用分       ２８，０２６（千回） 
                計  ５６５，８１７（千回） 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 
意見 22 自動案内（エンジェルライン）の平均通信時間の変動に

ついて説明をお願いする。 
 
26 「平均通信時間」 １９７．１秒（平成１１年度実績） 

 
再意見 22 エンジェルラインの検索制限（１通信２検索まで）を撤

廃したことが、保留秒数の増加につながっていると考えて
おります。 

 

 

考え方 2２ 

 

―― 
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①自動案内（エンジェルライン）の通信時間の変化をみると、
前々年度と前年度は同じで全く変化がなく、今年度は前年度
の平均通信時間１７８秒に比べて、１９秒も長くなっている。
（②番号データベース接続機能ｄ.ｲ．等で使用の平均通信時
間） 
  年度により、平均通信時間が大幅に変動することは想定し
にくく、納得がいかないので、明確な算出根拠の提示をお願
いする。 

[経緯]  平成 9年度実績  平成１0年度実績  平成１１年度実績 
               １７８秒          １７８秒      １９７．１秒 
＊参照箇所：「日本電信電話（株）の指定電気通信設備に係る

接続約款の変更案」 
（添付資料）接続料金の算出根拠 １．網使用
料の算定根拠 
Ⅱ．原価の算定及び料金の設定３８頁２７行目等 

 （ＪＭＳ） 
 

68 平成１０年５月１日から、エンジェルラインの検索制限（１通
信２検索まで）を撤廃したことが、保留秒数の増加につながって
いると考えております。 
 なお、平成１０年度に対し、平成１１年度が大幅に伸びた理由
は、下表からも明らかなように、平成１０年５月以降、徐々に検
索制限の撤廃が浸透・認知されていったためと考えております。 

（１通信あたりの検索回数の推移） 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 
意見 23 ＤＤＸ－Ｐ網部分の今までの料金額は適正額ではなく、

支払い済みの差額返却をお願いする。 
 
27 ＤＤＸ－Ｐ網部分        ３．７１円／検索 
①本変更案は前回の１４．１３円に比して７３％の低減がされ
ているのは望ましいことではあるが、今までが必要以上にコ
スト積み上げをしていたと思える。この部分はＮＴＴが支払
う長距離会社へのＤＤＸ－Ｐ網の利用料金であり、接続方式
的な変化はなく、料金額も変化がないと思われるところであ
る。今回から低減されるというものではなく、前々回の意見
書でＪＭＳが指摘しているように適正額でなかったことにな
る。 

   したがって、今までの支払い済みの差額返却をお願いする。 
 [経緯] 平成 9年度実績  平成１0年度実績  平成１１年度実績 
           １６．０６円     １４．１３円       ３．７１円 
＊参照箇所：「日本電信電話（株）の指定電気通信設備に係る

接続約款の変更案」 
（添付資料）接続料金の算出根拠 １．網使用
料の算定根拠 

       Ⅱ．原価の算定及び料金の設定 ３８頁１３行目 
 （ＪＭＳ） 
 

 
再意見 23 料金水準はＡＰＣ及びＤＤＸ－Ｐの合算料金で比較する

べきであり、前年度に比べて過度の料金低減という訳では
ない。 

 
69 接続料の遡及およびタイムラグ精算については、他の接続料と
同様、現行のルールに則るべきものと考えます。 
 なお、算定根拠に記載されている「ＤＤＸ網部分：３．７１円」
については、備考欄に記述しているとおり、再編成前（平成１１
年４月～６月分）の利用者料金見合いのコストであり、再編成後
（平成１１年７月～平成１２年３月分）のコストは含まれており
ません。 
 再編後のＤＤＸ－Ｐ利用コストについては、ＮＴＴコミュニケ
ーションズとの会社間取引による支払いが通信設備使用料として
発生しており、当該コストをＡＰＣ（自動案内用プロトコル変換
装置）コストに含めて整理しております。 
 （接続料金算定根拠 ３７頁 （１）原価の算定 ⑤合計 ３
１９百万円） 
 よって、料金水準はＡＰＣ及びＤＤＸ－Ｐの合算料金で比較す
る必要があり、その場合は下記のとおりとなり、前年度に比べて
過度の料金低減という訳ではありません。 

 <ＡＰＣ及びＤＤＸ－Ｐ料金の比較>   （単位：円） 
         （Ｈ１０年度）  （Ｈ１１年度） （増減率） 

 

考え方 2３ 

 

―― 

平成10年度 平成11年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1.65 1.86 1.84 1.88 1.94 2.09 2.14 2.19
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   ＡＰＣ    １７．０７  ２４．５５  ＋４３．８％ 
   ＤＤＸ－Ｐ  １４．１３   ３．７１  ▲７３．７％ 
   合 計    ３１．２０  ２８．２６  ▲ ９．４％
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 
意見 24 自動番号案内の接続料金を、一般ユーザ利用料金にでき

るだけ近い水準の適用をできるだけ早い時期にお願いす
る。 

 
28 下記の理由により自動番号案内の接続料金を、一般ユーザ利
用料金にできるだけ近い水準の適用をできるだけ早い時期にお
願いする。 
①案内事業者が負担する自動番号案内のコストは、ユーザ料金
に比べ高い水準となっている。 

  すなわち 
・ユーザ利用料金：３分１０円（昼間）＋１検索１５円＝２５円 
  に対して、 
・事業者接続料金：３分１３円    ＋１検索３４円＝４７円 
  と２倍近い大きな格差が存在し、法外に高い額である。 
事業者向け料金（卸売り料金）が利用者向け料金（小売り料
金）の２倍近くも高額に設定されるのは、そもそも不条理な
状態といわざるを得ない。 

  その理由は 
ア）一般ユーザにはコスト割れの赤字料金でサービスを提供し、 
イ）番号案内事業者にはコストを全額負担させている、 
 ことにあると思われる。 
②ＮＴＴが一般ユーザにコスト割れの赤字料金でサービスを提
供していることは、平成１１年９月３０日に公表されたＮＴ
Ｔの接続会計で「指定設備管理部門」は黒字、「指定設備利用
部門」は赤字であることからもうかがえる。 
 すなわち、これは接続事業者に高い接続料金を課し、自ら
の利用部門は赤字を出してコスト割れの料金でサービスを提
供していることを意味し、反競争的である。自動番号案内に
ついても例外ではないと思われる。 
③一方、平成１０年２月の電気通信審議会公聴会の席上、ＮＴ
Ｔは自ら申請した自動番号案内の料金改定案が「全体として
コストを賄う水準」と明言している（公述人 副社長（当時）
井上秀一氏、同公聴会議事録４頁参照）。 
 これが事実であれば、事業者の自動番号案内接続料金は、
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未だコストを賄う水準には至っていない。今後も更なる効
率化と利用促進に努める。 

 
70 自動案内については、手動案内の代替的手段として、平成２年
１２月からサービスを開始し、その利用促進に努めてまいりまし
たが、番号案内サービス全体のユーザ利用トラヒックが伸び悩ん
でいるのと同様、自動案内も当初想定していた程伸びておらず（下
表参照）、未だコストを賄う水準には至っていない状況でありま
す。 
 ＮＴＴ東西としても、今後も更なる効率化及び利用促進に努め
てまいります。 

 
（参考）番号案内の総検索回数 
                        （単位：千回） 

(※)地域会社間利用分は除いている。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

考え方 2４ 

 

 自動番号案内の利用者サー

ビスが需要の低迷により赤字

から脱却できず、その結果接続

料との間の格差が解消されて

いないことは事実であり、利用

者サービスにおける改善によ

って一日も早く是正されるこ

とが望まれる。 

（再 掲 ）自 動 案 内
検 索 回 数

番 号 案 内

総 検 索 回 数

１７，２ ７４１７ ，５８ ２１ ３，０ ２６

６６ ８，９ ８４６ ９１ ，９５ ５８ ０８ ，２ １８

Ｈ １１Ｈ １ ０Ｈ ９

（再 掲 ）自 動 案 内
検 索 回 数

番 号 案 内

総 検 索 回 数

１７，２ ７４１７ ，５８ ２１ ３，０ ２６

６６ ８，９ ８４６ ９１ ，９５ ５８ ０８ ，２ １８

Ｈ １１Ｈ １ ０Ｈ ９
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現行ユーザ料金と大差ない水準に、いま直ぐにでも低減する
ことが可能と思われる。 
④平成１２年２月の本件（以下は前回と略す）に関する郵政省
の考え方において、「円滑な接続を実現するにため、効率化の
推進等により、接続料の低減化が望まれる。」とあるが、事業
者接続料金５１円から４７円への８％の低減であり、ＮＴＴ
の効率化の努力が見えない。 
 現に今回の申請でも、番号案内サービス接続機能では１０
６円から９２円への１３％削減となっている。少なくともこ
の程度の削減は可能であると思われる。 
⑤平成１２年１２月の電気通信審議会答申の「接続ルールの見
直し」の中にも下記のように公正競争上適切ではないと記載
されている。 
 「接続料の水準と利用者料金の水準との関係については、
利用者料金が接続料の水準を下回ることは、一般的には公正
競争上適切ではない。」 
⑥当社のユーザである移動電話利用者や移動電話事業者の立場
からも、合理的で公平、かつ低廉な接続料金の設定が強く望
まれるところである。 
⑦以上から、事業者間の公正競争条件が担保されるように、番
号案内の接続料金を、一般ユーザ利用料金にできるだけ近い
水準まで、できるだけ早い時期に低減して頂き、１日も早く、
事業者間で公正な競争が可能な条件を保証して頂くことを、
強く要望する。 
（ＪＭＳ） 
 

 
 

 
再意見 25 キャリアズレートに高額利用割引や長期継続利用割引を

適用するべきではない。 
 
71 今回東西ＮＴＴから申請されているキャリアズレートには、高
額利用割引や長期継続利用割引が適用されることになりますが、
この種の割引スキームが、競争が充分に進展していない市場にお
いて東西ＮＴＴからＮＴＴコミュニケーションズ等の関連企業に
提供される場合、他の事業者が享受できない利益を関連企業のみ
享受することになると思われます。これでは公正な競争が確保で
きません。一般的に、関連企業どうしであればより長期間にわた
りより多く購入しようとすると思われます。このようなことから、
米国ＦＣＣはこの種の割引スキームについてしばしば否定的な見
解を表明しており、原則として、ＦＣＣは競争が進展していない

 

考え方 2５ 

 

 高額利用や長期継続の割引

は、接続事業者や再販事業者に

対しても利用者に対してと同

様の考え方が適用できるもの

であり、これを事業者向け割引

料金において採り入れている

ことは適切と考えられ、既に１

月３１日に認可が行われてい

る。 
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状況（＝我が国の地域市場のような市場支配的な事業者のいる市
場）においては、この種の割引スキームは認めていません。なお、
高額利用割引については、最高割引率の適用される金額はそれほ
ど高額ではないとも考えられますが、長期継続利用割引について
は、最高割引率の適用される期間である６年間以上という期間は、
あまりにも長い期間にわたって東西ＮＴＴとの接続が固定されて
しまうことから、東西ＮＴＴの関連企業のみ優遇するメカニズム
が強く働くことになると考えます。公正競争確保の観点から、こ
の種の割引スキームはキャリアズレートに導入されてはならない
と考えます。 

（Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

 


